
主水だより
も ん と 第４３号 平成２９年４月２６日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042  松戸市主水新田102

TEL 047(343)3722

第１０５号 令和６年１２月２５日発行

堤防天端舗装の損傷

堤防及び河川管理施設に亀裂や陥没等の異常がないか、徒歩による堤防点検を行っていま
す。松戸出張所管内では、来年度の出水期に備え、１１月から江戸川、坂川、坂川放水路の
堤防点検を行っています。
点検の結果、確認された堤防の異常については緊急性に応じて順次補修を行っていく予定

です。

流山市平方村地先の江戸川で堤防工事を行っています。
この工事は左岸堤防整備の一環として段階的に堤防の基盤整備等を実施し、洪水を安全に流

すために、堤防の拡幅を実施しているものです。
工事名：Ｒ５江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事 施工者：松浦建設(株)
工事期間：令和６年８月１日～令和７年２月２８日

堤防の踏み荒らし→法面が削られ
弱くなってしまいます
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出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）掲載しています。
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松戸排水機場は昭和５７年の暫定完成（排水能力50m3/s）、平成８年の完成（排水能力
100m3/s)より、稼働している施設です。洪水時には松戸水門を閉鎖し、排水機場のポンプ
で坂川から江戸川へ排水し、坂川の水位を低減させます。
令和６年は４月から排水機場が稼働する４回の洪水があり、合計約１４２万m3/sの排水

を行い、坂川周辺の洪水被害軽減に努めました。※12/25時点暫定値

定期的に河川パトロールを実施し監視を行っていますが、不法投棄が絶えません。
不法投棄は、「河川法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し処罰の対象に

なる行為です。
きれいな河川の環境の維持にご協力をお願いいたします。
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